
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２４年７月５日（木） １４時００分ごろ～２０時１５分

ごろの間） 

発生場所 不明（高知県須崎市浦ノ内塩間
う ら の う ち し わ い

の本船定係地～浦ノ内今川内
こんかわうち

長崎北方

約５０ｍ沖の間） 

事故調査の経過 平成２４年７月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 孝
たか

丸、５トン未満 

２８２－１７１２９高知、個人所有 

４.６４ｍ（Lr）×１.３０ｍ×０.５３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、７.２８kＷ、平成９年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 昭和５２年７月８日 

免許証交付日 平成２２年８月２日 

（平成２７年９月２５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、平成２４年７月５日１４時００分ごろ、船長が１人で乗り

組み、浦ノ内塩間の定係地を出航して釣りのために須崎市浦ノ内湾に

向かった。 

船長の家族は、薄暗くなっても本船が帰って来ないので、知人（以

下「僚船船長」という。）に連絡した。 

僚船船長は、浦ノ内湾内の捜索を行い、２０時１５分ごろ、長崎北

方５０ｍ（出航地の南南東方１,３００ｍ）付近において、無人で漂流

している本船を発見し、２０時２１分ごろ船長の家族に連絡した。 

船長の家族は、２０時３４分ごろ警察署に通報した。 

僚船船長は、周囲が暗くて行方不明の船長を探すことができなかっ

たので、一旦定係地に戻って同乗者１人を乗せ、照明灯を積み込んで

再度捜索を行ったところ、２１時１５分ごろ、長崎北方３５０ｍ付近
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（本船発見場所の北方３００ｍ付近）において、うつ伏せ状態で浮い

ている船長を発見して揚収し、浦ノ内深浦に向かった。 

船長は、救急車により病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因

は、溺死と検案された。 

本船は、僚船により浦ノ内塩間にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好、気温 約２５～２７℃ 

海象：海上 平穏 

潮汐 低潮 １３時００分ごろ（潮高約６cm） 

高潮 １９時４５分ごろ（潮高約１９６cm） 

 その他の事項 

 

船長は、１４時００分ごろ、釣り竿２本とクーラーボックス１個を

持って自宅を出た後、徒歩で約１～２分の所に係留していた本船に乗

船し、釣りに出掛けた。 

船長は、健康状態は良好で農作業の合間に釣りに出掛けており、今

年になって３度目の釣りであり、これまでは１７時００分ごろ～１７

時３０分ごろには帰宅していた。 

船長は、発見された時、顔が海水に浸かっていて意識がなく、長袖

のポロシャツと作業ズボンを着用していたが、救命胴衣を着用してお

らず、長靴が脱げていた。 

 本船は、発見された時、次の状態であった。 

・外板に衝突などによる損傷はなかった。 

 ・船外機は停止しており、クラッチは中立の位置であった。 

 ・クーラーボックスには、カシラ（カサゴ）が３匹入っていた。 

・持参した釣り竿２本のうち、１本がなくなっていた。 

 ・船尾部の物入れの蓋の上に座布団が置かれていた。 

・船首部に錨索が付いた錨２個があった。 

 ・船首部の物入れの中に救命胴衣３個が格納されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

船長は、溺死した。 

本船は、船長１人が乗り組み、１４時００分ごろ浦ノ内塩間の定係

地を出航後、２０時１５分ごろ長崎北方約５０ｍ沖において無人で漂

流しているところを発見されたことから、この間において、漂泊中に

船長が落水したものと考えられるが、落水に至った状況を明らかにす

ることはできなかった。 

船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、浦ノ内塩間の定係地を出航後、浦ノ内湾におい

て漂泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

・防水型の携帯電話又は防水パックに入れた携帯電話を持参してお

くことが望ましい。 

 




